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「指定訪問入浴介護(指定介護予防訪問入浴介護)」 

重要事項説明書 

                

当事業所は介護保険の指定を受けています。 

（大分市指定 第4470101256号） 

            

   当事業所はお客様に対して訪問入浴サービスを提供します。事業所の概要や 

  提供されるサービスの内容、またご注意いただきたいことを次の通り説明します。 

 

１．事業者 

 
法  人  名 社会福祉法人 若草会 

 

 
法人所在地       大分市大字野田３０６番地の２ 

 

 
電話・ＦＡＸ 電話：０９７－５４９－００１２ FAX：０９７－５４９－５７５０ 

 

 
代表者氏名       理事長 安東 真英  

 

 
設立年月日 昭和４９年２月１６日 

 

 

２．事業所の概要                                 

 
事業所の種類 

 指定訪問入浴介護（介護予防訪問入浴介護）事業所 

 （令和2年4月１指定 大分市4470101256号） 

 

  

 

事業所の目的 

  お客様が要介護（要支援）状態等となった場合においても、 

 可能な限り居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活を 

営むことができるよう入浴の援助を行い、お客様の身体の清潔保持、 

心身機能の維持等行います。 

 

  

  

  

 
事業所の名称  創生の里訪問入浴サービス  

 

 
事業所の所在地  〒870-0868 大分市大字野田３０６－２ 

 

 
電話・ＦＡＸ  電話：０９７－５９４－２８２４ FAX：０９７－５８６－００８０ 

 

 事業所長 

(管理者)氏名 
 田中  康誠 

 

 

当事業所の運営

方針 

 お客様の意思及び人格を尊重し、入浴の援助、身体の清潔の保持等を

行い、常にお客様の立場に立ったサービスの提供に努め、保健医療サー

ビス又は福祉サービスを提供するものとの密接な連携に努めます。 

 

  

  

  

 
事業開始年月日   平成１２年４月１日 
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３．事業実施地域及び営業時間  

                                         

４．事業所の職員体制                               

  当事業所では、お客様に対して指定訪問入浴（介護予防訪問入浴）サービスを提供する

 職員として、以下の職種の職員を配置しています。 

        職     種 常勤・非常勤の別 

 １．管理者（主任・介護職）   常勤 １名 

 ２．看護職員     （介護職員兼務）   常勤 ０名 / 非常勤 ３名 

 ３．介護職員        常勤 ０名 / 非常勤 １名 

訪問入浴介護（介護予防訪問入浴介護）は１回の訪問につき、看護職員１名及び介護職員２

名（１名）をもって行うものとし、これらの者のうち１名を当該サービス責任者とします。 

 

５．当事業所が提供するサービスと利用料金 

（１）サービス 

    当事業所では、お客様の居宅（自宅）を訪問し、浴槽を提供して入浴の介護を 

   行うサービスを提供致します。 

 （２）利用料 

① お客様からいただく利用料は次表のとおりです。利用料に処遇改善の各加算を 

加えた金額を請求させていただきます。 

② この金額は介護保険の法定利用料に基づく金額です。 

③ 介護保険外のサービスとなる場合（サービス利用料の一部が制度上の支給限度 

 額を超える場合を含む。）には、全額自己負担となります。（介護保険外の   

  サービスとなる場合には、居宅サービス計画を作成する際に居宅介護支援専門員 

  から説明のうえ、お客様の同意を得ることになります。） 

④ 入浴できない場合、全身清拭もしくは部分浴（手浴・足浴）を行えます。 

⑤ 利用料のお支払い方法 

 利用料金は1ヵ月ごとに計算し、翌月ご請求致します。以下のいずれかの方法で 

 お支払いください。 

ア． 金融機関口座からの自動振替 

 ご利用できる金融機関:お客様のお取引のある金融機関 

 ※振替手数料はかかりません。 

イ． 下記指定口座への振り込み 

 大分銀行医科大学前支店 普通預金５０７５００９ 

 （名義）社会福祉法人 若草会 

     理事長 安東 真英  

 

 

  通常の事業の 

 実 施 地 域       
大分市 及び 由布市挾間町 

 

  
 ・営 業 日：        月曜 ～ 土曜  （１月１・２・３日を除く） 

 ・受付時間：        月曜 ～ 土曜   ８時～１７時 

 ・サービス提供時間：月曜 ～ 土曜   ９時～１７時 

  営業日 

及び営業時間  
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利用料 

訪問入浴介護 

全身浴をした場合 

看護職 1 名及び介護職 2 名  

で実施した場合 
１２，６６０円 

訪問入浴介護、1 回の利用者負担額 
(全身浴を看護職 1 名及び介護職 2 名で実施

した場合) 

 

  ※括弧内は各加算込みの負担額 
 

１割負担 １，２６６円 
（１、４４１円） 

２割負担 ２,５３２円 
（２，８９２円） 

３割負担 ３，７９８円 
（４，３３９円） 

※介護職 3 名で実施した場合 １２，０３０円 

全身清拭又は 

部分浴をした場合 

看護職 1 名及び介護職 2 名  

で実施した場合 
１１，３９０円 

※介護職 3 名で実施した場合 １０，８２０円 

介護予防訪問

入浴介護 

全身浴をした場合 
看護職 1名及び介護職 1 名  

で実施した場合 ８、５６０円 

※介護職 2 名で実施した場合 ８，１３０円 

全身清拭又は 

部分浴をした場合 

看護職 1名及び介護職 1 名  

で実施した場合 ７，７００円 

※介護職 2 名で実施した場合 ７，３２０円 

※主治医の意見を確認したうえで、入浴により利用者の身体の状況等に支障を生ずる恐れが無いと

認められる場合において、看護職員に代えて介護職員によりサービスを提供できます。 

 

加算 

サービス提供体制強化加算Ⅰ ４４単位/回 

初回加算 利用開始月に２００単位 

介護職員等処遇改善加算Ⅰ 所定単位数×１０．４％ 

（３）その他の費用 

   ①大分市及び挟間町以外で実走距離片道25km以上にお住まいの方が訪問入浴介護 

ご利用の場合、サービスの提供に際し交通費として１回１,０００円を頂きます。 

   ②お客様のご希望により特別な浴槽水を使用した場合はその実費を頂きます。 

 

６．キャンセル 

お客様がサービスの利用を中止する際には、下記の連絡先までご連絡ください。 

       連絡先（電話）： ０９７-５９４-２８２４ 担当 主任 田中 康誠 

 

７．苦情の受付について 

  当事業所における苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。 

 

苦情受付窓口 

 大分市介護保険課 

電話 ０９７－５３４－６１１１ 

大分県国民健康保険団体連合会 

電話 ０９７－５３４－８４７０ 

 ○創生の里訪問入浴サービス   

主任 田中 康誠 

  電  話  ０９７－５９４－２８２４ 

受付時間 

  毎週月曜日～土曜日 ８時～１７時００分 

○ 若草会福祉サービス相談委員会 第三者委員 

   高橋美佳  ０９７－５８３－２１４８ 

   工藤和子  ０９７－５４９－２４６６ 

      安東初代  ０９７－５８３－０７２４ 

○ 大分県福祉サービス運営適正化委員会 

   （代）０９７－５５８－０３００ 
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８．緊急時の対応 

  訪問入浴介護を実施中にお客様の病状等に急変、その他緊急事態が生じた時は、   

  速やかに主治医又は協力医療機関へ連絡するとともに、救急車を手配致します。    

 

９．事故発生時の対応 

     ①訪問入浴介護を実施中に事故が発生した場合は、市町村、お客様のご家族、お客 

    様に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置をとります。 

   ②訪問入浴介護を実施中に賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに 

    行います。 

 

１０．秘密保持について 

  事業所及び事業所の職員は正当な理由がない限り、訪問入浴サービスの提供に際して知

り得たお客様及びお客様のご家族の秘密を漏らしません。この守秘義務は、退職後も同

様です。 

 

１１．個人情報の取り扱いについて 

  ア）事業所は、訪問入浴サービスを適切かつ円滑にお客様に提供することを目的として、 

個人情報を用います。 

  イ）事業所は、重要事項説明の同意をもって、以下に掲げる理由に限り、お客様及びお

客様のご家族に関する個人情報を用いる場合があります。 

    ・認定調査及び居宅サービス計画、また介護保険事務等の内容について関係する都

道府県、市町村、その他委託を受けた機関が情報提供や報告を求めた場合。 

    ・主治医・医療機関等が訪問入浴サービス計画の内容について情報提供を求めた場

合。 

    ・その他の居宅介護支援事業者・居宅サービス事業者・ご家族等が、サービス担当

者会議など、サービス提供上情報を用いる必要がある場合。 

    ・利用者及びその家族の求めに応じて、事業計画及び財務内容に関する資料・サー

ビス提供記録を開示いたします。 

  ウ）事業所は、お客様に関する個人情報は適正に入手いたします。またお客様及びお客 

様のご家族個人情報が含まれる記録物については、管理者の責任のもとに管理し、

また、処分の際にも第三者への漏洩を防止いたします。 

  エ）事業所は、お客様の個人情報の開示要求、また、個人情報の変更・利用制限・訂正・ 

削除に関すること、個人情報の管理上の苦情・ご相談について、対応いたします。 

  オ）お預かりした個人情報は、お客様のサービスの向上、及びサービスの提供に係る契 

約後のサービスの実施やサービス担当者会議等において使用させていただき、他に 

流出したりすることのないよう適切・安全に取り扱います。 

 

１２．訪問入浴サービス利用における個人情報使用について 

１ 使用する目的 

     社会福祉法人若草会が、介護保険法に関する法令に従い、私の居宅サービス計画

に基づき、訪問入浴サービスを円滑に実施するために行うサービス担当者会議等

において必要な場合 

２ 使用にあたっての条件 

（１）個人情報の提供は、１に記載する目的の範囲内で必要最小限に留め、情報提供の

際には関係者以外には決して漏れることのないよう細心の注意を払うこと。 
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（２）社会福祉法人若草会は、個人情報を使用した会議、相手方、内容等について記録

しておくこと。 

３ 個人情報の内容 

（１）氏名、住所、健康状態、病歴、家庭状況等、社会福祉法人若草会が訪問入浴を行

うために最低限必要な利用者や家族個人に関する情報。 

（２）その他の情報 

     ※「個人情報」とは、利用者個人及び家族に関する情報であって、特定の個人が識

別され、又は識別され得るものをいいます。 

４ 使用する期間 

       訪問介護契約書の契約期間とします。 

 

１３．人権擁護、高齢者虐待防止について 

（１）虐待を防止するための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その 

結果について、従業者に周知徹底を図ります。 

（２）虐待の防止のための指針を整備し、定期的に実施する研修を通じて、従業者の 

人権意識の向上や知識、技術の習得に努めます。 

（３）従業者が支援にあたっての悩みや苦労を相談できる体制を整えるほか、利用者や 

家族の権利擁護に取り組める環境整備に努めます。 

 

１４．ハラスメントについて 

 ハラスメント対策の為、次に掲げる措置を講じております。 

（１）暴言・暴力・ハラスメントに対し組織・地域での適切な対応を図ります。 

（２）職員は、ハラスメントを防止するための研修を受講し、事業所内で共有を図って 

います。 

 

１５．業務継続計画策定について 

（１）感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に 

実施するため、及び非常時の体制で早期業務再開を図るための計画を策定します。 

（２）当該業務継続計画に従い、必要な措置を講じます。 
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令和  年  月  日 

   

指定訪問入浴介護サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行 

 いました。 

   

 創生の里訪問入浴サービス  

 

        施設長           氏 名   安 東  真 英        印 

    

     

  管理者・説明者職名 主任    氏 名   田 中  康 誠     印 

 

 

 

  私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、指定訪問入浴介護 

 サービスの提供開始に同意しました。また、サービス担当者会議等において、 

個人情報を用いることについて同意しました。 

 

  お客様住所                                    

 

  

                                   氏 名             印      

       

    お客様代理人住所                                      

 

 

                                    氏 名             印 

 

 

 

 

※この重要事項説明書は、大分市条例に基づき、お客様又はそのご家族への重要事項説

明のために作成したものです。(平成１２年４月１日開始) 

 

令和６年   ６月 1日一部改正 

  


